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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光源からの光を用いて被検物の表面の位置を計測する計測装置において、
　前記白色光源からの光を参照光と被検光とに分割し、前記被検光を前記被検物に入射さ
せ、前記被検物で反射された前記被検光と前記参照光とを合成する光学系と、
　前記光学系により合成された前記被検光と前記参照光との干渉光を検出する検出器と、
　前記参照光又は前記被検光の光路内に配置された光学部材であって、前記参照光と前記
被検光との光路長差、及び、前記検出器の受光面における前記参照光と前記被検光との相
対位置を変更するための光学部材と、
　前記光学部材の位置を可変とする位置可変機構とを有し、
　前記位置可変機構を用いて前記光学部材の位置を変更することにより、前記参照光と前
記被検光との光路長差、及び、前記検出器の受光面における前記参照光と前記被検光との
相対位置を独立して調整し、
　前記光学部材は第１方向及び前記第１方向に垂直な第２方向に位置が可変であり、前記
光路長差及び前記相対位置のうち、前記第１方向に前記光学部材の位置を変えることによ
って前記相対位置が変化し、前記第２方向に前記光学部材の位置を変えることによって前
記光路長差が変化することを特徴とする計測装置。
【請求項２】
　前記光学部材を複数、有し、前記参照光及び前記被検光の光路内にそれぞれ前記光学部
材が配置されていることを特徴とする請求項１に記載の計測装置。
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【請求項３】
　該合成された前記被検光と前記参照光の干渉光を分光する分光器と、
　前記分光器により分光された光を撮像する撮像手段と、
　前記被検物を前記分光器の入射スリットに結像させる結像光学系とを有することを特徴
とする請求項１又は２に記載の計測装置。
【請求項４】
　前記被検物を移動するステージと、
　前記ステージを制御する制御手段とを有し、
　前記撮像手段の１フレームの撮像期間中に前記被検物を移動させることを特徴とする請
求項３に記載の計測装置。
【請求項５】
　前記光学部材は、入射光を反射する、互いに垂直に配置された２つの反射面を有するこ
とを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の計測装置。
【請求項６】
　前記光学部材に向けて光を偏向する第１ミラーと、前記光学部材からの光を偏向する第
２ミラーとを有することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の計測装置。
【請求項７】
　マスクのパターンを基板に露光する露光装置において、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の計測装置と、
　前記マスクのパターンの像を前記基板に投影する投影光学系と、
　前記基板を移動する基板ステージとを有し、
　前記計測装置を用いて前記投影光学系の光軸方向における前記基板の表面の位置を計測
し、該計測結果に基づいて前記投影光学系の光軸方向における前記基板の位置を、前記基
板ステージを用いて調整することを特徴とする露光装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の露光装置を用いて基板を露光するステップと、
　該露光された基板を現像するステップとを有することを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測装置及び露光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板の表面の位置を検出する面位置検出装置を、露光装置を例に説明する。
【０００３】
　露光装置は、レチクル（マスク）に描画された回路パターンを投影光学系によってウエ
ハ等に投影して転写する。ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置（スキャナー）で
は、露光領域を矩形のスリット形状としてレチクルとウエハを相対的に走査して基板を露
光する。スキャナーでは、ウエハの露光中において、未露光領域でその後露光される領域
の表面の位置を計測する。そして、計測結果を用いて、その領域を露光する際に、その領
域の表面の位置を最適な露光結像位置に合わせ込む補正を行っている。特に、露光スリッ
トの長手方向（走査方向と垂直な方向）には、ウエハの表面位置の高さ（フォーカス）だ
けではなく、表面の傾き（チルト）を計測するために、露光スリット領域に複数の計測点
を有している。
【０００４】
　フォーカス及びチルトの計測方法として光学式センサを使用した例がある（特許文献１
及び２参照）。特許文献１に記載の計測装置では、光源からの白色光をビームスプリッタ
で二つに分割した後に斜入射で被検面と参照面に入射させる。そして、被検面と参照面で
反射した被検光と参照光をビームスプリッタで重ね合わせた後、撮像素子で取得した白色
干渉信号についてピーク位置検出を行い、被検物の表面位置を計測する。
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【０００５】
　なお、後で詳述するが、一般的に参照光と被検光の光路の調整については、ミラーやプ
リズムで構成される調整手段を使用する例がある（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６２４９３５１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７－００８６０１３号明細書
【特許文献３】特開平７－１０４６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１及び２に記載の計測装置では、可干渉性の低い白色光を用いる。そのため、
センサの受光面（光束の光軸断面）における参照光と被検光の相対位置にずれが生じる場
合や、参照光と被検光の光路長が異なる場合には、計測精度が低下する。干渉光（センサ
の検出信号）のコントラストが悪化したり、対称性がくずれたりするからである。したが
って、参照光と被検光の相対位置と光軸方向の光路長差との両方を調整することが重要で
ある。
【０００８】
　特許文献１に示す斜入射型干渉計では、被検物や参照ミラーをＺ方向へ走査して、参照
光と被検光との相対位置及び光路長差の調整を行っている。しかし、被検物や参照ミラー
のＺ方向への走査に伴って、参照光と被検光との相対位置と光路長差の両方が変化するた
め、一方の調整を行うともう一方にずれが生じてしまい、両者を同時に精度良く調整する
ことは難しい。
【０００９】
　特許文献２に示す干渉計では、複数のミラーを面に対して垂直な方向に走査させること
で、参照光と被検光との光路長差の調整を行っている。しかし、複数のミラーを走査させ
る場合においては、参照光と被検光の相対位置と光路長差の両方が同時に変化してしまう
。このため、参照光と被検光と光路長差の調整を行うと、相対位置にずれが生じてしまい
、両者を同時に精度良く調整することは難しい。
【００１０】
　特許文献３に記載されるホログラム形成装置は、互いに９０度、２７０度の開き角を持
つ二組の組み合わせミラーで構成された光路長調整手段を有する。光路長調整手段におい
ては、二組の組み合わせミラーの相対間隔を調整することで、光路長差のみの調整を行っ
ている。つまり、参照光と被検光の相対位置の調整は記載されていない。
【００１１】
　そこで、本発明は、参照光と被検光との相対位置及び光路長差を独立して調整すること
により、被検物の面位置を高精度に計測することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一側面としての計測装置は、白色光源からの光を用いて被検物の表面の位置を
計測する計測装置において、前記白色光源からの光を参照光と被検光とに分割し、前記被
検光を前記被検物に入射させ、前記被検物で反射された前記被検光と前記参照光とを合成
する光学系と、前記光学系により合成された前記被検光と前記参照光との干渉光を検出す
る検出器と、前記参照光又は前記被検光の光路内に配置された光学部材であって、前記参
照光と前記被検光との光路長差、及び、前記検出器の受光面における前記参照光と前記被
検光との相対位置とを変更するための光学部材と、前記光学部材の位置を可変とする位置
可変機構とを有し、前記位置可変機構を用いて前記光学部材の位置を変更することにより
、前記参照光と前記被検光との光路長差、及び、前記検出器の受光面における前記参照光
と前記被検光との相対位置を独立して調整することを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、被検物の表面の位置を高精度に計測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１における面位置検出装置の概略図である。
【図２】位置可変機構の概略図である。
【図３】面位置検出装置の調整方法のフローチャートである。
【図４】ある画素における干渉光の測定信号を表す図である。
【図５】実施例２における面位置検出装置の概略図である。
【図６】実施例３における面位置検出装置の概略図である。
【図７】分光器の概略図である。
【図８】分光器からの信号及び信号処理を説明するための図である。
【図９】面位置検出装置の変形例を示す図である。
【図１０】露光装置の概略図である。
【図１１】露光方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各図におい
て、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。また、以下
の実施形態で記載する白色光および白色光源からの光とは、広帯域な波長の光を意味する
ものであり、必ずしも可視領域の光（４００ｎｍ～８００ｎｍ）に限定されるものではな
い。このため、例えば、近赤外の波長帯域の光（例えば、ＳＬＤ）を用いる光コヒーレン
ストモグラフィー（ＯＣＴ）においても、本発明を適用できる。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、本発明の一側面としての面位置検出装置２００の構成を示す概略平面図である
。面位置検出装置２００は、被検物である基板３の高さ方向（Ｚ方向）の位置を検出する
装置である。本装置は、白色光を発するハロゲンランプ又はＬＥＤ（白色ＬＥＤを含む）
の光源１、透過スリット板３０、ビームスプリッタ２ａと２ｂ、レンズ１２、位置可変機
構１００及び撮像素子８で構成される。ただし、レンズ１２は、図１に示した５枚のレン
ズ１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅを意味するものである。また、基板３、基板
チャックＣＫ、ステージ５、６、７以外の光学部材はベース１２８上に固定される。
【００１７】
　光源１の波長帯域としては、４００ｎｍから８００ｎｍの波長が好ましい。但し、波長
帯域は、この範囲に限定されず、１００ｎｍ以上の帯域が好ましく、基板３上にレジスト
が構成されている場合は、レジストの感光を防ぐ目的で、基板３上には紫外線（３５０ｎ
ｍ）以下の波長の光を照射しない方が好ましい。
【００１８】
　光源１からの光は、透過スリット板３０を通過し、ビームスプリッタ２ａでほぼ半分の
光量の二つ光に分割され、基板３と位置可変機構１００にそれぞれ垂直に入射される。
【００１９】
　透過スリット板３０は、光量の確保や迷光の遮蔽、計測範囲の規定する目的で、設置す
ることが好ましい。透過スリット板３０の形状は、例えば矩形、円弧状又は６角形等の照
明領域であることが望ましく、基板３上には、スリット像（例えば矩形、円弧状又は６角
形等の照明領域）が照明される。
【００２０】
　ビームスプリッタ２ａは、金属膜や、誘電体多層膜など膜をスプリット膜としたキュー
ブ型のブームスプリッタや、１μｍから１０μｍ程度の厚さの薄い膜（材質はＳｉＣやＳ
ｉＮなど）で構成されるペリクル型ビームスプリッタを使用することも出来る。ビームス
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プリッタ２ａで分割された光のうち、被検光は基板３上に照射され、基板３で反射した後
、ビームスプリッタ２ｂに入射する。一方、参照光は光路内に配置された反射ミラー１０
１で折り返された後、ビームスプリッタ２ｂに入射する。
【００２１】
　反射ミラー１０１は、例えば、２枚のミラーを相互に９０度、２７０度の開き角を持つ
ように組み合わせて構成される。このため、４５度の入射角度で入射した光を、２回の反
射の後に入射光軸に平行な軸に沿って射出する。なお、リトロリフレクタや直角プリズム
型リフレクタなどの同様な機能を有するもので構成しても良い。
【００２２】
　基板３で反射した被検光と反射ミラー１０１で折り返された参照光は、ビームスプリッ
タ２ｂで合成され、共に検出器としての撮像素子８の受光面で受光される。ビームスプリ
ッタ２ｂでは基板３の表面で反射した被検光と反射ミラー１０１で折り返された参照光と
が重なり、光の干渉が生じる。このため、撮像素子８の受光面では参照光と被検光との干
渉光が検出される。なお、ビームスプリッタ２ｂは、ビームスプリッタ２ａと同じものを
使用することができる。
【００２３】
　本実施例では、反射ミラー１０１を保持し、その位置を可変とする位置可変機構１００
を用いて、参照光と被検光の受光面での相対位置と、参照光と被検光の光軸方向の光路長
差を変更する。以下では、位置可変機構１００の構成について、図２ａ、図２ｂを用いて
説明する。
【００２４】
　図２ａは、スペーサを使用した位置可変機構１００の構成例である。上図は平面図、下
図は断面図である。位置可変機構１００において、反射ミラー１０１はプレート１２５上
に接着などの方法により固定される。プレート１２５は、対面の平行度が保証されたスペ
ーサ１２３、１２４を用いてＹＺ平面上で位置調整を行った後、固定ネジ１２６によりベ
ース１２８上に固定される。スペーサ１２３，１２４による位置調整の際には、異なる数
種類の厚さのスペーサを複数枚用意し、順次入れ替えることで、図示Ａ方向とＢ方向に対
するプレート１２５の位置を調整することができる。位置決めピン１２７はガイドとして
の役割を有しており、スペーサ１２３、１２４をＢ方向、Ａ方向に対してそれぞれ平行に
支持するように配置される。すなわち、スペーサ１２４の位置決めピン１２７はＡ方向に
対して平行に並ぶように配置され、スペーサ１２３の位置決めピン１２７はＢ方向に対し
て平行に並ぶように配置される。このため、スペーサ１２３、１２４と位置決めピン１２
７を用いて、プレート１２５の位置をＡ方向とＢ方向にそれぞれ平行に調整することがで
きる。以上から、位置可変機構１００においては、スペーサ１２３、１２４の厚さを変え
ることでプレート１２５上に固定された反射ミラー１０１の位置をＡ方向とＢ方向（ｚ方
向及びｙ方向）に独立して調整することができる。
【００２５】
　図２ｂは、光軸に対して垂直な方向（Ａ方向）へ位置調整が可能なステージ１２９と、
光軸に対して平行な方向（Ｂ方向）に位置調整が可能なステージ１３０を備える位置可変
機構１０２を表す。上図は平面図、下図はｙ方向から見た図である。反射ミラー１０１は
ベース１２８上に設置されたＡ方向に移動可能なステージ１２９に固定され、ステージ１
２９は、Ｂ方向に移動可能なステージ１３０の上に移動可能に配置される。
【００２６】
　ステージ１２９、１３０にはそれぞれガイドの働きをするクランプ１３１ａ、１３１ｂ
が取り付けられており、ステージ１２９をＡ方向の任意の位置に、１３０をＢ方向の任意
の位置に固定するために用いる。すなわち、ステージ１２９、１３０をＡ方向とＢ方向に
対して位置調整した後に、クランプ１３１ａ、ｂでステージ１２９と１３０の位置をそれ
ぞれ固定することで、反射ミラー１０１の位置をＡ方向とＢ方向に対して独立に調整する
ことができる。
【００２７】
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　なお、位置可変機構１０２は、Ａ方向とＢ方向のそれぞれに、不図示のピエゾ素子やモ
ータ等の駆動源を備え、それぞれの方向に独立に調整を行っても良い。その場合において
も、調整完了後にガイドの役割を果たすクランプにより、ステージ１２９、１３０を動か
ないように固定する。また、ステージの制御装置から駆動源に指令をすることにより、ス
テージを所望の位置まで移動させた後に、その位置で静止させるようにしても良い。
【００２８】
　位置可変機構１００又は１０２を入射光の光軸に対して垂直な方向（Ａ方向、第１方向
）に調整すると、被検光に対して参照光の光路長差を変えずに、撮像素子８の受光面上に
おける被検光と参照光との相対位置のみを変化させることができる。また、位置可変機構
１００又は１０２を入射光の光軸に対して平行な方向（Ｂ方向、第２方向）に調整すると
、参照光と被検光の相対位置を変えずに光路長差のみを変化させることができる。したが
って、位置可変機構１００又は１０２のようにＡ方向とＢ方向に独立に反射ミラー１０１
の位置を調整することで、参照光と被検光との相対位置と光路長差とを独立に調整するこ
とができる。
【００２９】
　なお、位置可変機構の２つの軸方向は、入射光の光軸に対して垂直な方向と入射光の光
軸に対して平行な方向とに限定されない。例えば、位置可変機構を、ＹＺ平面上で入射光
の光軸に対して角度θ（０度＜θ＜１８０度）だけずれた第１の方向、及び第１の方向と
異なる角度θ’（０度＜θ’＜１８０度）だけずれた第２の方向に調整した場合を例に挙
げて説明する。ただし、θとθ’はともに９０度ではないものとする。
【００３０】
　位置可変機構を第１の方向及び第２の方向に調整した場合はともに、参照光と被検光の
相対位置と光路長差の両方が同時に変化する。ここで、相対位置と光路長差の変化量は、
位置可変機構の移動方向によって変化する。すなわち、第１の方向に移動した場合と第２
の方向に移動した場合では、相対位置と光路長差の変化量が異なる。
【００３１】
　このため、参照光と被検光の相対位置のみの調整を行う場合には、参照光と被検光の光
路長差の変化を打ち消すように、つまり、Ａ方向に反射ミラー１０１が移動するように、
位置可変機構の第１の方向への移動と、第２の方向への移動を併用する。また、光路長差
のみの調整を行う場合には、相対位置の変化を打ち消すように、つまり、Ｂ方向に反射ミ
ラー１０１が移動するように、位置可変機構を第１の方向と第２の方向に移動する。した
がって、位置可変機構を第１の方向と第２の方向に調整することで、相対位置と光路長差
とを独立して調整することができる。なお、第１の方向及び第２の方向における相対位置
と光路長差の変化量を予め求めておき、位置可変機構の調整の際に使用してもよい。
【００３２】
　次に、面位置検出装置２００の調整方法について、図３に示すシーケンスを用いて説明
する。面位置検出装置２００の調整においては、低コヒーレンスな白色光源を用いて調整
を行う前に、高い可干渉性と指向性を有するレーザー光源を用いて、予め面位置検出装置
２００の粗調整を行うことが好ましい。
【００３３】
　そのため、まず始めに、ステップＳ１０により、例えば、光源にＨｅ－Ｎｅレーザーを
設置し、ベース１２８に光学部材を設置する。このとき、基板３の代わりに調整用平面板
を設計ワーキングディスタンスの位置に配置しておく。白色光源に比べて可干渉性の高い
レーザーを光源に使用することで、参照光と被検光を容易に干渉させることができ、面位
置検出装置２００の各光学部材の粗調整を行うことができる。
【００３４】
　ステップＳ１１では、設置したレーザー光源を利用して、各光学部材の偏心調整を行う
。指向性の高いレーザー光源を用いることで、ビームスプリッタやミラーの偏心、参照ミ
ラーや被検物の角度などを精度良く調整することができ、面位置検出装置２００を構成す
る際に生じる調整誤差を低減することができる。この段階で、レーザー光による干渉縞が
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撮像素子８で観察でき、かつ干渉縞の本数が１本以下（ワンカラー）になるように偏心調
整を行う。
【００３５】
　続いて、ステップＳ２０で、レーザー光源に代えて白色光源を設置して面位置検出装置
２００の微調整を行う。ステップＳ２１では、位置可変機構を用いて反射ミラー１０１を
Ａ方向に移動して、参照光と被検光との相対位置の微調整を行う。具体的な調整の一つと
して、透過スリット板３０を介した光を利用して、透過スリット板３０の撮像素子８上で
の被検光の像に対して、参照光の像を一致させるようにすることが好ましい。
【００３６】
　次に、ステップＳ２２で参照光と被検光との光路長差の微調整を行う。位置可変機構を
用いて反射ミラー１０１をＢ方向に移動した場合、参照光と被検光との相対位置は変わら
ずに、参照光と被検光との光路長差のみが変化するため、光路長差の調整を行うことがで
きる。具体的な光路長差の調整として、撮像素子８で取得した干渉信号コントラストが最
大となるときを光路長差がゼロであるとみなして、干渉信号コントラストの最大値に基づ
いて反射ミラー１０１の位置を調整する方法が挙げられる。干渉信号コントラストの最大
値の求め方は、後で詳細に説明する。
【００３７】
　参照光と被検光の干渉光を取得できるように面位置検出装置２００を調整した後に、ス
テップＳ２３で撮像素子８により取得した計測領域の干渉縞がワンカラーであるかどうか
を判断する。干渉縞がワンカラーでない場合には、ステップＳ２４で、面位置検出装置２
００の各光学部材（反射ミラー１０１を含む）の位置調整を行い、干渉縞がワンカラーに
なるまでＳ２１からＳ２４までを繰り返し行う。取得した白色干渉信号に基づいて各光学
部材の位置を調整することで、被検光と参照光の相対位置ずれ又は光路長差を補正するこ
とができる。干渉縞がワンカラーであることを確認したら、面位置検出装置２００の調整
を終了する。
【００３８】
　以上のように、予め高い可干渉性と指向性を有するレーザー光源を用いて粗調整を行い
、その後、可干渉性の低い白色光源を用いて微調整を行うことで、白色光源だけを用いて
調整する場合に比べて短時間に面位置検出装置２００の調整を行うことができる。
【００３９】
　なお、レーザー光源と白色光源の２つの光源を用いる場合のほかに、バンドパスフィル
ターを用いて白色光源の波長帯域を変えて可干渉性を調整して、粗調整と微調整を行って
、面位置検出装置２００の調整を行っても良い。
【００４０】
　続いて、調整完了後に、面位置検出装置２００を用いて、面位置を計測する方法を説明
する。はじめに、被検光と参照光との干渉光の計測方法を説明する。
【００４１】
　図１において、基板３は基板チャックＣＫで保持され、Ｚステージ５、Ｙステージ６、
Ｘステージ７上に設置されている。被検光と参照光との干渉光を電気信号として撮像素子
８で取得するために、Ｚステージ５を駆動させ、基板３上の反射点に対応する撮像素子８
の各画素の光強度を不図示の記憶装置に記憶するようにしている。また、基板３の計測領
域を変更させる場合には、Ｘステージまたは、Ｙステージを使用して、所望の領域が撮像
素子８の受光領域に位置するように位置合わせした後に、上述の計測を行うようにしてい
る。なお、図１には図示しなかったが、Ｘステージ、Ｙステージ、Ｚステージの位置を正
確に制御するために、レーザー干渉計をＸ、Ｙ、Ｚ軸および、ωｘ、ωｙのチルト軸の５
軸分設けるようにする。そして、レーザー干渉計の出力を元にクローズドループ制御を行
うようにすることで、より高い精度で面位置計測を行うことが出来る。また、基板３を、
複数領域に分けて計測を行い、基板３全体のグローバルな形状を必要とする場合、レーザ
ー干渉計を使った方が、より正確に形状データのつなぎ合わせ（ステッチィング）が出来
るため、好ましい構成と言える。
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【００４２】
　次に、撮像素子８で取得され、記憶装置に記憶された干渉光の計測データの信号処理方
法について説明する。撮像素子８のある画素で計測された計測データ（信号）を図４に示
す。この信号はインターフェログラムとも呼ばれており、横軸がＺ軸測長干渉計（測長セ
ンサとしては、静電容量センサでも良い）による計測値（Ｚステージ位置）、縦軸が撮像
素子８の該画素の出力値（光強度）である。演算処理部４００は、図４の測定信号から最
大値（ピーク）を抽出する。最大値に対応したＺステージ位置は、該画素で計測される基
板の表面の位置に対応する。
【００４３】
　このため、撮像素子８の全画素での、基板表面の位置計測により、基板３の三次元形状
計測が可能となる。測定信号のピーク位置の抽出としては、信号ピークの位置およびその
前後の数点のデータを元に曲線（例えば２次関数）近似することで、図４の横軸であるＺ
軸のサンプリングピッチＺｐの１／１０以下の分解能でピーク位置の算出が可能である。
サンプリングピッチＺｐは、実際にＺｐの等ピッチでステップ的に駆動させるか、Ｚステ
ージ５を等速度で駆動させ、サンプリングピッチＺｐになるような時間サンプリングで干
渉信号を取り込むようにしても良い。なお、ピークの位置を計測する方法として、公知の
技術であるＦＤＡを使用することも出来る。ＦＤＡ法では、フーリエスペクトルの位相勾
配を用いてコントラストのピーク位置を求めている。
【００４４】
　白色干渉方式においては、その分解能を決める鍵は、いかに正確に参照光と被検光との
光路長差がゼロとするかにある。そのため、ＦＤＡ法以外に、位相シフト法やフーリエ変
換法により白色干渉縞の包絡線を求め，縞コントラストの最大位置から光路差のゼロ点を
求める方法、位相クロス法等、いくつかの縞解析法が公知の技術として提案されている。
【００４５】
　以上、本実施例によれば、反射ミラー１０１を入射光の光軸に対して垂直な方向（Ａ方
向）と平行な方向（Ｂ方向）に移動して、参照光と被検光の相対位置と光路長差とを独立
して調整することが可能である。それにより、コントラストの高い測定信号を取得するこ
とができ、被検物の表面位置の計測精度を向上させることができる。
【実施例２】
【００４６】
　次に、本発明の第２の実施例を説明する。図５は、第２実施例の面位置検出装置３００
の構成を示す概略平面図である。なお、図１に示す部材と同一の部材については同一の参
照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００４７】
　面位置検出装置３００は、基板３の高さ方向（Ｚ方向）の位置を検出する斜入射白色干
渉計であり、図１に示す装置とは各光学部材の配置が異なる他、参照ミラー４と、４つの
ミラー９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄを含む。参照ミラー４には、オプティカルフラットガラス
やＳｉＣミラー、アルミミラーなどが使用される。
【００４８】
　ビームスプリッタ２ａで分割された被検光と参照光のうち、被検光は基板３上に斜めに
照射され、基板３で反射した後、ビームスプリッタ２ｂに入射する。一方、参照光は反射
ミラー１０１を介して参照ミラー４上に斜めに照射され、参照ミラー４で反射した後、ビ
ームスプリッタ２ｂに入射する。被検光と参照光はビームスプリッタ２ｂで合成され、共
に撮像素子８で受光される。ビームスプリッタ２ｂでは被検光と参照光とが重なり、光の
干渉が生じる。このため、撮像素子８は干渉光を受光面で受光し、干渉光に対応する信号
を出力する。
【００４９】
　本実施例においては、基板３への入射角度は６０度以上であることが望ましい。この理
由として、入射角度の増加に伴って反射光強度が強くなることが挙げられる。例えば、基
板３上に数百ｎｍ程度の薄膜（例えばレジスト）が成膜されている場合、基板３からの反
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射光にはレジスト表面からの反射光とともにレジスト裏面からの反射光が含まれる。
【００５０】
　そこで、レジスト表面と裏面からの反射光を区別して計測するために、基板への入射角
度を大きくすることでレジスト表面からの反射率を高くする。これにより、基板上のレジ
スト表面からの反射光を、レジスト裏面からの反射光に対して、相対的に強くすることが
できる。特に、基板上の薄膜に対してブリュースター角（偏光角とも呼ばれる）以上の入
射角で光を入射させた場合には特別な効果がある。
【００５１】
　以下、この特別な効果について説明する。ｐ偏光の光は、ブリュースター角を境に位相
がπずれる。ここで、例えばレジストの屈折率を１．５とすれば、空気／レジスト界面の
ブリュースター角は５６．３度である。また、基板をＳｉとして、屈折率を３．８とすれ
ば、レジスト／基板界面のブリュースター角は６８．５度である。ここで、例えば入射角
度を６０度とすると、スネルの法則を用いて、レジストから基板への入射角度は３５度と
なり、レジスト／基板界面のブリュースター角より小さい。更に、入射角度を８９度とし
、基板にすれすれの入射角度で入射させたとしても、レジストから基板への入射角度は４
１度であり、やはりレジスト／基板界面のブリュースター角よりも小さい。
【００５２】
　したがって、ｐ偏光の光は、空気／レジスト界面のブリュースター角以上で入射させた
場合、レジストの表面反射光とレジスト／基板界面反射光で位相がπずれることになる。
一方、ｓ偏光の光はブリュースター角の前後での位相変化は無い。この結果、ｐ偏光成分
について、空気／レジスト界面の反射光と参照光による干渉光の位相と、ｓ偏光成分につ
いて、空気／レジスト界面の反射光と参照光による干渉光の位相とには、ずれは生じない
。しかし、ｐ偏光成分について、レジスト／基板界面の反射光と参照光による干渉光の位
相と、ｓ偏光成分について、レジスト／基板界面の反射光と参照光による干渉光の位相と
で、位相がπずれることになる。無偏光の光を使用する場合、その測定信号は、ｐ偏光の
干渉光の光強度とｓ偏光の干渉光の光強度とを足した光強度となる。そのため、レジスト
／基板界面の反射光と参照光との干渉光は打ち消されて、コントラストの低い測定信号と
なる。したがって、空気／レジスト界面の反射光と参照光による干渉光の測定信号に対し
て、レジスト／基板界面の反射光と参照光による干渉光の測定信号は小さくなるため、レ
ジスト表面の位置計測の精度が向上することになる。
【００５３】
　ここで、レジストのブリュースター角で入射させるとｐ偏光のレジスト表面反射光が無
くなるので、それよりも大きな入射角度、少なくとも６０度以上の入射角度が好ましい。
なお、詳細は特開２００９－２０４５１２号公報を参照されたい。
【００５４】
　本実施例の斜入射白色干渉計においては、基板３や参照ミラー４のＺ方向への走査によ
り、参照光と被検光との相対位置と光路長差が同時に変化する。このため、基板３や参照
ミラー４のＺ方向へ走査させて参照光と被検光との相対位置と光路長差を個別に調整する
ことはできない。
【００５５】
　また、参照光と被検光の光路長差ゼロの位置で相対位置にずれが生じる場合には、干渉
性の低下に伴って信号コントラストが低下するため、高精度に面位置を計測することがで
きない。斜入射白色干渉計において高い計測精度を得るためには、参照光と被検光との相
対位置と光路長差の調整を行い、予め光路長差がゼロの位置において相対位置が一致する
ように調整することが重要になる。
【００５６】
　本実施例でも、実施例１と同様に、位置可変機構１００又は１０２を用いて、参照光と
被検光との相対位置と光軸方向の光路長差を独立して調整する。面位置検出装置３００に
おける位置可変機構の配置場所は、図５に示す参照光路内に限らず、被検光の光路内に配
置してもよく、または、参照光の光路内と被検光の光路内の両方に配置してもよい。
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【００５７】
　本実施例によれば、参照光と被検光との相対位置と光軸方向の光路長差を独立して調整
することにより、高精度に基板の表面の位置を計測することができる。また、計測データ
において、レジスト／基板界面の反射光による影響を低減することができ、計測精度を向
上させることができる。
【実施例３】
【００５８】
　次に、本発明の第３の実施例を説明する。図６は、第３実施例の面位置検出装置５００
の構成を示す概略平面図である。なお、図１、２に示す部材と同一の部材については同一
の参照番号を付し、重複する説明は省略する。面位置検出装置５００は、基板３の高さ方
向（Ｚ方向）の位置を検出する斜入射白色干渉計であり、図２に示す装置の撮像素子８の
代わりに、分光器５０と、二次元撮像素子５８とを用いる。
【００５９】
　透過スリット板３０の開口は、入射面に垂直方向（Ｘ方向）が長手方向であり、その方
向と垂直な方向が短手方向になる。被検光と参照光はビームスプリッタ２ｂで合成され、
分光器５０を介して二次元撮像素子５８で受光される。このため、撮像素子５８は干渉光
を受光面で受光し、干渉光に対応する信号を出力する。
【００６０】
　分光器５０は、図７で示すように入射スリット５１と回折格子５２と結像光学系５５（
ミラー光学系）により構成される。入射スリット５１を通過した光は回折格子５２に入射
する。回折格子５２により、干渉光を入射スリット５１の短手方向に対して波長毎に一度
に回折させ、空間分解方向の広がりと波長分解方向（Ｘ方向）の広がりとを有する信号に
変換する。
【００６１】
　二次元撮像素子５８では、分光器５０を介した干渉光を一次元位置情報と波長情報とし
て受光する。分光器としては、一般的な構成であるＣｚｅｒｎｙ－Ｔｕｒｎｅｒタイプを
使用することが出来る。二次元撮像素子５８（例えば、二次元ＣＣＤ）は、フォトダイオ
ードの光起電力によって生成された電荷を転送して読み出してイメージ情報を得るもので
あり、電荷転送の方式によってインライン転送型やフレーム転送型が知られている。この
うち、分光測定を行う本実施形態では、信号のＳＮ比が高いフレーム転送型の読み出し回
路が採用される。フレーム転送型の撮像素子では、受光した光を各画素で電荷として蓄積
した後、全て転送して読み出して、１フレームの読み出しが終了する。このため、分光方
式で基板３の面位置を検出する場合、例えば、長手方向がＸ方向となるように透過スリッ
ト板３０を配置し、ウエハステージＷＳをＹ方向に走査させることが望ましい。撮像素子
を用いて、１フレームの撮像が終了するまで（１フレームの撮像期間中）にウエハステー
ジＷＳが移動する範囲の干渉光の測定信号を取得することで、基板３の高さ方向（Ｚ方向
）の位置を検出することができる。なお、基板３の全域に渡って計測を行う場合には、ウ
エハステージＷＳを一定方向（Ｙ方向）に走査させて、走査方向と垂直な方向（Ｘ方向）
にＷＳステージをΔＸだけステップさせる動作を繰り返し行うことが好ましい。
【００６２】
　続いて、二次元撮像素子５８で受光して記憶装置に記憶された干渉光の測定信号を処理
して、基板３の形状（表面位置）を求める方法について説明する。二次元撮像素子５８で
受光した信号の例を図８（ａ）に示す。横軸は波数、縦軸は光強度を示しており、分光器
５０を用いて干渉光を波長毎に回折させることで、参照光と被検光の光路長差を周波数の
違いに変換した分光信号として二次元撮像素子５８で検出される。この分光信号に対して
演算手段でフーリエ変換を行い、周波数領域から空間領域へと変換する。そして、この実
数部分を抽出することで、実空間での光路長差を有する白色干渉信号を取得する（図８（
ｂ））。図８（ｂ）は、横軸が基板の高さ方向（Ｚ軸方向）に相当する計測値、縦軸が二
次元撮像素子５８での光強度の出力を表している。
【００６３】
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　ここで、参照光と被検光との間に可干渉距離範囲内の光路長差Ｚ０が存在する場合、横
軸のＺ方向に対してＺ＝０とＺ＝±Ｚ０の位置で干渉が現れる。この最大ピーク位置の距
離が参照光と被検光の光路長差に相当するため、ピーク位置を検出することにより基板３
の表面高さに関する情報を取得することが出来る。
【００６４】
　図８（ｃ）は、Ｚ＝Ｚ０の位置の干渉信号を抽出した図である。この干渉信号の信号ピ
ークの位置を算出し、それに対応したＺ方向の計測値がその画素での高さ計測値となる。
二次元撮像素子５８の全画素での高さ計測により、基板３の三次元形状計測が可能となる
。なお、取得した干渉信号のピーク位置検出方法については実施例１と同様である。
【００６５】
　分光方式の斜入射白色干渉計においては、参照光と被検光との間に光路長差Ｚ
０を付加し、被検物をＹ方向に走査させて計測を行う。光路長差Ｚ０を付加する際に基板
３や参照ミラー４をＺ方向へ走査させると、参照光と被検光との相対位置と光路長差の両
方が変化する。このため、基板３や参照ミラー４のＺ方向へ走査させて参照光と被検光と
の相対位置及び光路長差を個別に調整することはできない。白色光は可干渉性が低いため
、光路長差Ｚ０の位置において参照光と被検光の相対位置にずれが生じる場合には、可干
渉性の低下に伴って信号コントラストが低下し、正確に面位置を計測することができない
。このため、斜入射白色干渉計において高い計測精度を得るためには、所望の光路長差Ｚ
０の位置において相対位置が一致するように調整を行うことが重要になる。実施例１及び
２で示したＺ走査方式の白色干渉計では、参照光と被検光の光路長差がゼロの時に、光軸
断面方向の相対位置が合うように調整している。これに対して、本実施例では、計測レン
ジの中心（Ｚ０）で断面方向の位置を一致させる。なお、計測レンジの中心Ｚ０は、中心
位置がＺ＝０のＺに不感な信号と重ならないように、コヒーレント長の２倍以上の光路長
差を付加する必要がある。
【００６６】
　次に、位置可変機構１００を用いた面位置検出装置２００の調整方法について説明する
。光路長差Ｚ０を付加する方法の一つとして、光路長差ゼロの位置から位置可変機構１０
０を入射光軸に平行な方向（Ｂ方向）に調整して光路長差を与える方法が挙げられる。ま
ず始めに、分光器５０を取り外し、実施例２の斜入射白色干渉計の調整方法と同様に行い
、参照光と被検光の光路長差ゼロの位置において相対位置を一致させる。次に、参照光と
被検光の光路長差がＺ０となるように、位置可変機構１００を入射光軸に平行な方向（Ｂ
方向）に調整する。位置可変機構１００をＢ方向に調整した場合、参照光と被検光の相対
位置は変化しないため、光路長差Ｚ０の位置において相対位置が一致するように調整する
ことができる。光路長差Ｚ０の位置に調整する際には、分光器５０を介して二次元撮像素
子５８で取得した干渉信号に基づいて、位置可変機構１００を入射光軸に平行な方向（Ｂ
方向）に調整しても良い。
【００６７】
　以上のように、位置可変機構１００を入射光軸に垂直な方向（Ａ方向）と入射光軸に平
行な方向（Ｂ方向）に調整することで、参照光と被検光の光路長差Ｚ０位置で相対位置を
一致させることができ、これにより高精度な計測を実現することが出来る。
【００６８】
　基板３上の複数の測定領域における形状を計測する場合には、先の実施例１に記載の内
容と同様に、Ｘステージ、Ｙステージを駆動して、所定の領域に位置合わせした後に、干
渉信号の取得、および処理を行うようにしている。
【００６９】
　これまでに説明した三つの実施例ではその説明の簡略化のため、レンズ等を使用した場
合の実施形態についての説明は省略してきた。しかし、レンズにより構成される光学系を
使用することができる。レンズは、図９に示すように、透過スリット板３０と、参照ミラ
ー４または基板３と、分光器５０の入射スリット５１とが光学的に共役になるように配置
される。すなわち、透過スリット板３０の開口からの光が、レンズ１２ａ、１２ｂで構成
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される結像光学系２２により、ビームスプリッタ２ａで分岐された後に基板３と参照ミラ
ー４の面上で結像させる。そして、基板３と参照ミラー４で反射された光はビームスプリ
ッタ２ｂで重ね合わせられた後、基板３の表面をレンズ１２ｃ、１２ｄで構成される結像
光学系２３により分光手段５０の入射スリット５１に透過スリット板３０を再び結像させ
る。分光器５０へ導かれた光を回折格子５２により、入射スリット５１の短手方向に対し
て波長毎に一度に回折させ、二次元撮像素子５８で受光する。二次元撮像素子５８で取得
した信号に上述した信号処理を行うことで、基板３の面位置を計測することができる。
【００７０】
　以上、本実施例によれば、参照光と被検光の相対位置と光路長差とを独立して調整する
ことにより、コントラストの高い測定信号を取得することができ、被検物の表面位置の計
測精度を向上させることができる。
【実施例４】
【００７１】
　図１０は、上述の面位置検出装置を具備した露光装置の概略図である。図１０に示すよ
うに、露光装置は、光源８００、照明光学系８０１、レチクル３１を載置するレチクルス
テージＲＳ、投影光学系３２、ウエハ３を載置するウエハステージ（基板ステージ）ＷＳ
、面位置検出装置６００、制御部１１００を有する。面位置検出装置６００には上述の面
位置検出装置を適用できる。
【００７２】
　制御部１１００はＣＰＵ及びメモリを有し、光源８００、照明装置８０１、レチクルス
テージＲＳ、ウエハステージＷＳ、面位置検出装置２００と電気的に接続され、露光装置
の動作を制御する。また、制御部１１００は、面位置検出装置６００におけるウエハ３の
表面位置計測値の演算及び制御と、表面位置を検出する際の計測値の補正演算及び制御を
行うことができる。
【００７３】
　光源８００は、例えば、レーザーを使用する。レーザーは、波長約１９３ｎｍのＡｒＦ
エキシマレーザー、波長約２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザーなどを使用することがで
きるが、光源の種類はエキシマレーザーに限定されない。
【００７４】
　照明光学系８０１は、光源８００から射出した光束を用いて被照明面を照明する光学系
であり、光束を露光に最適な所定の形状の露光スリットに成形し、転写用の回路パターン
が形成されたレチクル２１を照明する。照明光学系８０１は、レンズ、ミラー、オプティ
カルインテグレーター、絞り等を含み、例えば、コンデンサーレンズ、ハエの目レンズ、
開口絞り、コンデンサーレンズ、スリット、結像光学系の順で配置する。
【００７５】
　原版としてのレチクル（マスク）３１は、例えば、石英製で、その上には転写されるべ
き回路パターンが形成され、レチクルステージＲＳに支持及び駆動されている。レチクル
３１からの回折光は、投影光学系３２を通り、ウエハ３上に投影される。レチクル３１と
ウエハ３とは、光学的に共役の関係に配置される。レチクル３１とウエハ３を縮小倍率比
の速度比で走査することによりレチクル３１のパターンをウエハ３上に転写する。なお、
露光装置には、不図示の光斜入射系のレチクル検出手段が設けられており、レチクル３１
は、レチクル検出手段によって位置が検出され、所定の位置に配置される。
【００７６】
　レチクルステージＲＳは、図示しないレチクルチャックを介してレチクル３１を支持し
、図示しない移動機構に接続されている。移動機構は、リニアモーターなどで構成され、
Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及び各軸の回転方向にレチクルステージＲＳを駆動するこ
とでレチクル３１を移動させることができる。
【００７７】
　投影光学系３２は、物体面からの光束を像面に結像する機能を有し、レチクル３１に形
成されたパターンを経た回折光をウエハ３上に結像する。投影光学系３２は、複数のレン
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ズ素子からなる光学系、複数のレンズ素子と少なくとも一枚の凹面鏡とを有する光学系（
カタディオプトリック光学系）、複数のレンズ素子と少なくとも一枚のキノフォームなど
の回折光学素子とを有する光学系等の使用が可能である。
【００７８】
　基板としてのウエハ３上にはフォトレジストが塗布されている。なお、ウエハ３は、面
位置検出装置６００が表面位置を検出する被検物でもある。ウエハステージＷＳは、ウエ
ハチャックによってウエハ３を支持する。ウエハステージＷＳは、レチクルステージＲＳ
と同様に、リニアモーターを利用して、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及び各軸の回転方
向にウエハ３を移動させる。また、レチクルステージＲＳの位置とウエハステージＷＳの
位置は、例えば、６軸のレーザー干渉計８１などにより監視され、両者は一定の速度比率
で駆動される。ウエハステージＷＳ上には基準プレート３９が配置されている。
【００７９】
　続いて、ウエハ３の表面位置（フォーカス）の計測について説明する。ウエハ３の全域
に渡って、走査方向（Ｙ方向）にウエハステージＷＳを走査しながら、面位置検出装置６
００でウエハ面位置を計測し、走査方向と垂直な方向（Ｘ方向）には、ウエハステージＷ
ＳをΔＸだけステップする。続いて、走査方向にウエハの表面位置を計測する動作を繰り
返し行うことにより、ウエハ３全面の形状計測を行うようにしている。なお、高スループ
ット化のためには、面位置検出装置６００を複数用いて、ウエハ３上の異なるポイントの
表面位置を同時に計測するようにしても良い。また、ウエハ上の複数の計測すべき点に光
束を入射させ、各々の光束を個別のセンサに導き、異なる位置の高さ計測情報から露光す
べき面のチルトを算出しても良い。
【００８０】
　ここで、露光装置に面位置検出装置６００を具備した場合の面位置検出装置６００の参
照光と被検光の調整方法について説明する。まず始めに、被検物である基板３の代わりに
、面位置検出装置６００の基準位置に対する所定の位置に調整用平面板を配置する。調整
用平面板はウエハ３と同じ構造であることが好ましい。また、Ａｌ平面ミラーやガラス平
板ミラーを使用しても良い。その後、位置可変機構を入射光軸に対して垂直な方向（Ａ方
向）と垂直な方向（Ｂ方向）とに調整することで、面位置検出装置６００の調整を行う。
面位置検出装置６００の調整方法については、実施例１と同様の方法を適用できる。
【００８１】
　なお、参照光と被検光の相対位置調整の際には、評価用パターンとして透過スリット板
３０を配置することが好ましい。調整用平面板を配置して面位置検出装置６００の調整を
終えた後、調整用平面板を取り外し、面位置検出装置６００を露光装置の基準位置に配置
して、被検物であるウエハ３を所定の位置に配置する。予め、調整用平面板を用いて光路
調整を行うことで、露光装置に面位置検出装置６００を設置してウエハ３を所定位置に設
置した際に、光路長差ゼロの位置において参照光と被検光の光軸断面における相対位置を
精度良く一致させることができる。このため、露光装置に面位置検出装置６００を設置し
た後に、光路の調整を行わずに、高精度な被検物の面位置計測を行うことが出来る。なお
、実施例３に記載した分光方式の白色干渉計の場合には、所望の光路長差の位置において
参照光と被検光の光軸断面における相対位置を精度良く一致させることが好ましい。
【００８２】
　次に、本露光装置を用いた露光方法について詳細に説明する。図１１は露光方法のフォ
ローチャートである。まず、ステップＳ１００でウエハ３を露光装置に搬入し、ステップ
Ｓ１０１で、このウエハに対してウエハアライメントを行う。ウエハアライメントは、ア
ライメントスコープ（不図示）により、ウエハ上のマークの位置を検出して、露光装置に
対して、ウエハのＸＹ平面の位置合わせを行うものである。その後、ステップＳ１０２で
、面位置検出装置により、ウエハ３上の所定箇所の表面位置を計測し、このウエハ３の面
形状データが露光装置に保存される。ステップＳ１０２では、ウエハ３はウエハステージ
ＷＳにより、面位置検出装置の下の位置から、投影レンズ３２の下の露光位置に第１露光
ショットが位置するように移動される。同時に、露光装置の演算処理手段により、上記表
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面位置の計測結果であるウエハ３の面形状データを元に、第１露光ショットの表面位置デ
ータを作成し、露光像面からのずれ量を算出する。そして、この露光像面からのずれ量に
基づいたＺ方向および傾き（チルト）方向へのステージ駆動により、ほぼ露光スリット単
位でウエハ表面の高さ方向の位置に合わせこむ動作を行う（Ｓ１０２１）。
【００８３】
　ステップＳ１０３では、露光およびウエハステージＷＳのＹ方向への走査が行われる。
こうして、第１露光ショットが露光終了するとステップＳ１０５で未露光ショットの有無
を判断し（Ｓ１０４）、未露光ショットが有る場合には、ステップＳ１０２に戻る。そし
て、第１露光ショットの場合と同様に次の露光ショットの面位置データを制御部１１００
の演算装置で作成する。そして、Ｚ方向および傾き（チルト）方向へのステージ駆動によ
り露光スリット単位でウエハ３表面の高さ方向の形状に合わせこむ動作を行いながら露光
が行われる。ステップＳ１０４で、露光すべきショット（即ち、未露光ショット）がない
かどうかを判断し、未露光ショットがなくなるまで、上述の動作を繰り返す。全ての露光
ショットの露光が終了したら、ステップＳ１０５でウエハ３を回収し、終了する。
【００８４】
　ウエハステージＷＳは、シングルステージに限らず、所謂、ツインステージの構成とし
ても良く、面位置検出装置２００を計測ステーション側のステージに配置してもよい。
【００８５】
　ウエハ上には、複雑な回路パターンや、スクライブラインなどが存在するので、反射率
分布やローカルチルトなどの発生率が高い。このため、反射率分布やローカルチルトによ
る計測誤差を低減できる白色干渉計を用いた高精度な表面位置の計測は重要な技術と言え
る。その中で、白色干渉計を用いた高精度かつ高速な面位置検出を実現するためには、参
照光と被検光の光路調整に関する本発明の効果は大きいと言える。ウエハ表面の形状を高
速かつ高精度に計測できるようになれば、最適露光面とウエハ表面のフォーカス合わせの
精度が向上することになり、半導体素子の性能向上や、製造歩止まりの向上にも繋がると
いう効果がある。
【００８６】
　尚、本実施例においては、面位置検出装置を、露光装置のウエハ面位置検出装置として
適用する場合について記載したが、これに限らず、フォーカス較正を行うフォーカス較正
用装置として使用しても良い。
【００８７】
　本実施例によれば、参照光と被検光との光軸断面の相対位置と光軸方向の光路長差とを
精度良く調整することにより、干渉計測において高い可干渉性を得ることができる。また
、これに伴って基板の表面位置を高い精度で計測することができる。これにより、小さな
焦点深度に対して高いフォーカス精度を実現し、歩留まりの向上を達成する露光装置を提
供することが可能となる。
【実施例５】
【００８８】
　次に、前述の露光装置を利用したデバイス（半導体ＩＣ素子、液晶表示素子等）の製造
方法を説明する。デバイスは、前述の露光装置を使用して、感光剤が塗布された基板（ウ
エハ、ガラス基板等）を露光する工程と、その基板（感光剤）を現像する工程と、他の周
知の工程と、を経ることにより製造される。他の周知の工程には、エッチング、レジスト
剥離、ダイシング、ボンディング、パッケージング等が含まれる。本デバイス製造方法に
よれば、従来よりも高品位のデバイスを製造することができる。
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